
 新型インフルエンザワクチンの予防接種について  

～ 高校生のお子さまの保護者の方へ ～   岐 阜 県 

 

◇高校生は、優先的に接種できます。お子さまへの接種を希望される方は、次の事項に留意していただき、接種 
を受けてください。 

＜お問い合わせ先＞ 

◆県の新型インフルエンザワクチン接種相談窓口（岐阜県庁保健医療課内）  
電話 ０５８－２７２－８８６０〔平日 午前８：３０～午後６：００〕 

◆各市町村の新型インフルエンザワクチン接種相談窓口（各市役所・町村役場等） 

 

◎接種の予約 

 ・お子さまへの接種を希望される場合は、接種が可能な医療機関に予約してください。 

 

・予約期間は、平成２１年１２月２２日（火）～ 平成２２年１月７日（木）

 

です。 

・接種が可能な医療機関は、 

県のホームページ（ http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11223/influenza/vaccine/index.html ）  
でご確認いただくか、下記相談窓口へお問い合わせください。 

 

＜注意事項＞ 

 ①接種の順番は、予約の先着順ではなく予約期間内の予約した方を対象に抽選など公平な方法で決定され 

ますので、早く予約しても接種の順番が早くなることはありません。 

 

②ワクチンは、県内の高校生のすべての人数分を確保する予定です。生産されるごとに順次配分されるた 

め、接種まで多少の日数がかかる場合もありますが、希望者は全員が接種可能となります。したがって 

複数の医療機関に重複して予約されますと、接種希望者の正確な把握ができずワクチンの適正な配分及 

びワクチン接種に支障が生じることになりますので、ご遠慮ください。 

 

◎接種日時  

・平成２２年１月１５日（金）以降

 
になります。 

・予約期間内に予約をされた方々に対して、その医療機関から具体的な接種日時の連絡があります。 

 

・予約期間内に予約をされなかった場合でも接種は可能

合わせください。 

です。接種を希望される方は、医療機関へお問い 

 

○接種の際に医療機関へ持参していただくもの 

・被保険者証、学生証、住民票など、お子さまの年齢が確認できる書類 

 

○接種回数 

・１回

 

   

○接種費用 

・

 
３，６００円 

○接種費用の負担軽減 

・生活保護世帯の方、市町村民税非課税世帯の方については、市町村による費用の減免措置を受けられる場 
合があります。詳しくは、各市町村の新型インフルエンザワクチン接種相談窓口へお尋ねください。 
 


